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命
令
書
を
発
行
し
、
支
払
う
の
が
適
切
な
会
計

処
理
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
三
月
末
日
ま
で
に
支
払
う
と
の
業

務
委
託
契
約
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
担
当
課
は

事
前
に
支
払
日
に
間
に
合
う
よ
う
支
出
命
令
書

を
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
の
事
務
改
善
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
契

約
を
含
め
業
務
委
託
期
間
満
了
後
に
支
出
命
令

書
を
発
行
し
、
支
払
い
を
す
る
よ
う
見
直
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
書
類
審
査
に
お
い
て
も
以
前

に
も
増
し
て
正
確
か
つ
確
実
に
審
査
し
て
参
り

ま
す
。

②―

ａ　

一
般
廃
棄
物
（
ご
み
）
最
終
処
分
業

務
委
託
契
約
（
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
日
か

ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
及
び

一
般
廃
棄
物
（
不
燃
ご
み
類
）
分
別
処
理
業

務
委
託
契
約
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
付
け

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
毎
年
契

約
）
に
お
い
て
、
平
成
四
年
四
月
一
日
の
契

約
に
よ
り
毎
年
添
付
さ
れ
て
い
る
「
中
間
処

理
業
者
に
よ
る
経
費
明
細
書
」
の
う
ち
、
不

明
瞭
な
項
目
に
つ
い
て

（
１
）　

営
業
費
の
う
ち
廃
棄
物
処
理
費
と
し
て

（
２
）　

施
設
費
の
う
ち
、
工
場
棟
の
減
価
償
却

に
つ
い
て

（
３
）　

平
成
十
二
年
度
一
般
廃
棄
物
（
不
燃
ご

み
）
分
別
処
理
業
務
委
託
契
約
金
額
は
委

託
業
務
内
容
か
ら
す
れ
ば
減
額
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

当
時
の
こ
と
で
定
か
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

積
算
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
残
っ
て
な
い
こ
と

か
ら
、
ま
た
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
、
そ
の
時
々

に
お
い
て
業
者
と
十
分
に
協
議
し
話
し
合
い
の

上
に
お
い
て
、
決
定
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
算
出
に
当
た
り
増
加
分
と
し
て
は
、

従
来
他
の
業
者
に
委
託
し
て
い
た
粗
大
ご
み
の

処
理
費
と
施
設
の
更
新
料
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

減
額
分
と
し
て
業
務
内
容
の
一
部
変
更
分
と
既

存
施
設
の
減
価
償
却
済
額
分
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
の
増
減
額
と
事
業
者
へ
の
経

営
努
力
を
求
め
た
結
果
、
平
成
十
二
年
度
の
契

約
金
額
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

②―

ｂ　

一
般
廃
棄
物
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
）
処

理
業
務
委
託
（
平
成
十
一
年
六
月
一
日
〜
平
成

二
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
）
に
お
け
る
「
施
設

建
設
及
び
維
持
管
理
等
委
託
費
明
細
」
に
つ
い
て

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
減
容
固
化
設
備
に
つ
い
て

　

当
時
の
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
基
準
に
従

い
市
直
営
で
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
を
処
理
す
る
に

は
、
圧
縮
梱
包
機
、
洗
浄
機
、
排
水
処
理
施
設

等
の
多
額
の
施
設
費
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
他

の
廃
プ
ラ
同
様
の
市
独
自
の
方
法
で
あ
る
中
間

処
理
す
る
と
い
う
現
行
の
処
理
方
法
を
と
る
こ

と
に
よ
り
、
赤
石
最
終
処
分
場
の
延
命
化
及
び

埋
め
立
て
基
準
に
あ
わ
せ
る
べ
く
現
行
の
方
法

を
採
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

発
足
当
時
、
将
来
を
見
越
し
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
減
容
固
化
設
備
を
プ
ラ
ン
ト
の
一
つ
の
ラ
イ

ン
と
し
て
設
備
し
て
い
ま
し
た
。
他
の
廃
プ
ラ

と
は
別
に
処
理
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
と
し
て

販
路
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
企
業
が
ト
レ
イ
等
を
独
自
回
収
し

た
こ
と
か
ら
ト
レ
イ
の
量
の
減
少
に
よ
る
こ
と
、

ま
た
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
を
減
容
固
化
す
る
過

程
で
悪
臭
が
す
る
こ
と
か
ら
地
元
協
議
会
か
ら

の
要
望
で
撤
去
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

②―

ｃ　

一
般
廃
棄
物
（
不
燃
ご
み
類
）
分
別
処

理
業
務
委
託
契
約
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
〜

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
毎
年
契
約
）

と
一
般
廃
棄
物
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
）
処
理
業

務
委
託
契
約
（
平
成
十
一
年
十
一
月
一
日
〜
平

成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
）
の
そ
れ
ぞ
れ

の
委
託
契
約
に
お
け
る
委
託
料
算
定
の
根
拠
と

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
経
費
明
細
書
」「
施
設

建
設
費
及
び
維
持
管
理
等
委
託
費
明
細
」
の
う

ち
、
人
件
費
・
運
営
労
務
費
に
お
い
て
、
人
件

費
（
六
人
分
、
年
額
二
千
九
百
八
十
五
万
四
千

円
）
と
運
営
労
務
費
（
七
人
分
、
年
額

二
千
四
百
六
十
一
万
二
千
円
）
と
が
重
複
し
て

い
る
疑
い
が
あ
る
。

　

各
々
の
業
務
委
託
料
の
算
定
に
あ
た
り
、
参

考
資
料
と
し
て
添
付
し
た
も
の
で
、
二
重
に
積

算
さ
れ
て
お
る
も
の
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
再
度
、
Ｏ
Ｂ
職
員
に
再
確
認
す
る
と

共
に
業
者
に
も
再
度
訪
問
し
、
関
係
諸
帳
簿

の
提
出
を
求
め
る
も
存
在
し
な
い
、
企
業
秘
密
、

前
代
表
者
の
死
亡
に
よ
り
、
事
実
関
係
が
解
ら

な
い
と
の
回
答
で
あ
り
ま
し
た
。

　

行
政
当
局
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

　

事
件
発
覚
後
の
未
処
理
分
の
処
理
に
つ
い
て

は
、
現
状
を
速
や
か
に
改
善
す
る
よ
う
業
者
に

対
し
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
一
日
付
け
、
業

務
改
善
勧
告
を
す
る
と
共
に
業
務
改
善
計
画
書

及
び
確
約
書
の
提
出
を
求
め
、
一
日
で
も
早
く

処
理
で
き
る
よ
う
指
導
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
業
者
は
、
八
月
中
旬
に
は
機

械
（
一
部
＝
減
容
機
）
を
更
新
し
、
処
理
能
力

の
復
旧
を
図
る
と
共
に
稼
働
日
数
の
増
加
に
も

努
め
た
結
果
、
こ
の
度
十
二
月
二
十
五
日
付
け

で
、業
者
よ
り
未
処
理
分
（
推
定
約
百
三
十
ト
ン
）

の
処
理
が
終
え
た
旨
の
業
務
改
善
措
置
等
届
出

書
及
び
月
別
処
理
計
画
表
に
よ
る
実
績
値
が
提

出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
の
事
務
改
善
と
し
て
は
、
行
政
側
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
甘
さ
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
事

務
執
行
の
業
務
分
担
を
再
確
認
し
、
こ
れ
ま
で

の
業
務
実
績
報
告
書
の
見
直
し
や
、
新
た
な
検

査
調
書
項
目
を
作
り
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
や
写
真

及
び
関
係
書
類
等
の
提
示
を
求
め
る
よ
う
改
め

て
、
委
託
業
務
完
了
承
認
書
を
決
済
す
る
よ
う

改
め
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
廃
棄
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
）

処
理
業
務
委
託
及
び
一
般
廃
棄
物
（
不
燃
ご
み

類
）
分
別
処
理
業
務
委
託
契
約
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
事
務
執
行
上
に
お
い
て
不
適
切
と
さ
れ

て
い
る
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
態
を
招
い

た
要
因
に
は
、
日
頃
か
ら
の
職
員
の
前
例
踏
襲

主
義
や
形
式
主
義
か
ら
招
い
た
部
分
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
事
務
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
法
令

の
根
拠
や
積
算
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、

そ
の
協
議
や
過
程
を
文
書
化
し
、
責
任
の
明
確

化
を
図
り
ま
す
。

　

一
方
、
組
織
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
担
当
課

の
各
々
の
事
務
担
当
者
や
所
属
長
で
あ
る
管
理

職
を
初
め
と
す
る
全
職
員
が
、
組
織
の
一
人
と

し
て
、
自
ら
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
た
め
、

組
織
の
強
化
を
図
り
、
的
確
に
事
務
を
執
行
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
件
で
頂
い
た
数
々
の
ご
指
摘
や
ご

意
見
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
今
後
の
事
務
事
業

の
適
正
化
の
推
進
に
努
め
て
参
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
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　議員の賛否表　　　　　　　 　
議　員　名　

議案・請願・陳情・意見書

安
平　

剛
之

濱
田　

保
徳

北
野　

恒
男

井
村　

保
裕

池
渕　
　

彰

宝　
　
　

覚

天
羽　
　

篤

武
田　
　

清

石
原　

正
裕

立
川　

邦
男

木
村　

文
彦

出
口
憲
二
郎

髙
木　

幸
次

大
木　
　

進

宮
崎　

欽
司

佐
野　

善
作

米
﨑　
　

孝

井
内　

建
治

議案第１号　平成 20年度小松島市一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第２号　平成 20年度小松島市競輪事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第３号　平成 20年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第４号　平成 20年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第５号　平成 20年度小松島市老人保健医療事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第６号　平成 20年度小松島市国民健康保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第７号　平成 20年度小松島市土地取得事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第８号　平成 20年度小松島市介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第９号　平成 20年度小松島市公共下水道事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 10号　平成 20年度小松島市水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 11号　平成 20年度小松島市自動車運送事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第12号　小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 13号　小松島市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を
改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第14号　特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第15号　小松島市特別職の退職手当に関する条例の一部を改正す
る条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第16号　小松島市長及び副市長の給与条例の一部を改正する条例
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第17号　小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を
改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第18号　小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第19号　小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条
例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 20号　小松島市特別会計条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 21号　小松島市後期高齢者医療に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 22号　小松島市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第23号　小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第24号　小松島市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第25号　小松島市老人ルーム条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 26号　平成 19年度小松島市一般会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 27号　平成 19年度小松島市老人保健医療事業特別会計補正予
算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 28号　平成 19年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 29号　平成 19年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 30号　平成 19年度小松島市水道事業会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 31号　平成 19年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第32号　小松島市事務手数料条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 33号　教育委員会委員の任命の同意について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 34号　固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○は賛成　　●は反対　　※議長（大和　肇）は、可決同数の場合のみ表決権があります。
※陳情第２号「原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書の提出」の件については、継続審査となりました。

議　員　名　

議案・請願・陳情・意見書

安
平　

剛
之

濱
田　

保
徳

北
野　

恒
男

井
村　

保
裕

池
渕　
　

彰

宝　
　
　

覚

天
羽　
　

篤

武
田　
　

清

石
原　

正
裕

立
川　

邦
男

木
村　

文
彦

出
口
憲
二
郎

髙
木　

幸
次

大
木　
　

進

宮
崎　

欽
司

佐
野　

善
作

米
﨑　
　

孝

井
内　

建
治

請願第１号　後期高齢者医療制度等に関する件について ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

陳情第１号　市町村管理栄養士設置に関する件について ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

陳情第３号　「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自
然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する件に
ついて

● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

議提第１号　地方の道路整備の促進と道路特定財源の確保を求める意
見書について ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

委員会提出議案第１号　一般廃棄物処理業務委託等に関する調査（100
条調査権等の委任）について ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ●

意見書１通を関係大臣に送付しました意見書１通を関係大臣に送付しました
地方の道路整備の促進と道路特定財源の確保を求める意見書

　本市において、港湾都市として恵まれた条件や自然環境を生かし、活気があり個性ある地域づくりを推
進するためには、遅れている根幹的な社会資本である道路を計画的に整備することが不可欠となっている。
　次の事項について、特段の配慮がなされるよう強く要望する。
１．租税特別措置法等の改正手続を年度内に確実に行うことにより、道路特定財源諸税の暫定税率の適用
期限を 10 年延長すること。
２．地域の生活に密着した道路整備が安定的に実施できるよう、平成 20 年度以降も地方道路整備臨時交
付金制度を継続するとともに、財政力に応じた交付金の嵩上げ措置の実施を図ること。
３．地域間格差の是正の観点から、厳しい財政状況にある地方において、今後とも、道路整備を計画的に
推進できるよう、道路整備の遅れている地方への道路予算の重点配分及び地方の財政負担の軽減措置と
なる地方道路整備臨時貸付制度の実現を図ること
４．道路特定財源は、受益負担という趣旨に反することなく、必要な道路整備及び維持管理のための財源
として確保すること。

請願１件、陳情２件は不採択、委員会提出議案１件は否決となりました。

● 請願第１号
　後期高齢者医療制度等に

関する件について

● 陳情第３号
　「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、
鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害
防除に使うこと等を求める意見書提
出に関する件について

● 陳情第１号
　市町村管理栄養士設置に

関する件について

● 委員会提出議案第１号
　一般廃棄物処理業務委託等に

関する調査
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豊
富
な
経
験
と
実
行
力

　

私
は
、
昭
和
五
十
九
年
か
ら
二
年
間
、
市

Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
代
表
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
市
に
対
し
て
、

教
育
現
場
の
こ
と
や
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す

る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
要
望
し
て
も
、
予
算

面
で
限
界
が
あ
り
、
最
後
は
所
属
す
る
学
校

内
で
、
各
地
域
の
役
員
さ
ん
や
、
保
護
者
の

方
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
何
と
か
し

の
い
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
は
と
て
も

望
め
な
い
現
状
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
小

松
島
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
奉
仕
活
動
を
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
で
は

な
く
、
ど
う
し
て
も
議
員
で
な
け
れ
ば
解
決

で
き
な
い
こ
と
が
多
く
、
自
分
な
り
に
考
え
、

悩
み
抜
い
た
末
に
、
世
の
中
の
お
役
に
立
ち

た
い
と
の
思
い
で
、
議
員
に
な
る
決
意
を
固

め
、
昭
和
六
十
二
年
に
、
九
人
の
新
人
と
一

緒
に
初
当
選
し
、
お
互
い
に
議
員
と
し
て
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

す
る
中
で
、
私
は
、
市
民
の
皆
様
方

か
ら
、
貴
重
な
御
意
見
を
拝
聴
し
て
、
市
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
議

会
に
登
壇
し
て
、
市
民
の
〝
代
弁
者
〞
と
し

て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、

健
康
に
は
自
信
が
あ
り
ま
す
の
で
〝
初
心
忘

る
べ
か
ら
ず
〞
こ
の
言
葉
を
念
頭
に
お
き
な

が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
実
績
の
も
と
に
、

市
政
の
発
展
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

市
民
の
た
め
に

　

ま
ず
、
現
在
の
小
松
島
市
に
お
け
る

様
々
な
諸
問
題
の
中
で
、
過
去
の
こ
と
と

は
い
え
、
勝
浦
町
と
の
合
併
問
題
の
破
綻

が
あ
り
ま
し
た
。
い
か
に
財
政
が
苦
し
い

と
は
い
え
、
国
の
平
成
の
大
合
併
に
乗
せ

ら
れ
、
目
先
の
百
三
十
億
の
お
金
に
動
か

さ
れ
た
市
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
、
今
日

反
省
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。
合
併
に
使
用
し
た
市
民
の
皆
様
の
大

切
な
税
金
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
今
後

こ
の
よ
う
な
失
敗
は
二
度
と
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
私
自
身
の
今
日
ま
で
の
五
年
間

の
市
議
会
活
動
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、

市
政
の
小
さ
い
こ
と
か
ら
大
き
い
こ
と
ま

で
を
含
め
て
、
初
心
に
戻
っ
て
、
市
民
の

皆
様
の
た
め
に
今
何
が
で
き
る
か
を
考
え

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

厳
し
い
財
政
状
態
の
小
松
島
市
で
は
あ

り
ま
す
が
、
ま
ず
第
一
に
福
祉
問
題
に
つ

い
て
、
苦
し
い
市
民
の
生
活
を
い
か
に
よ

く
す
る
か
を
考
え
、
今
後
と
も
頑
張
っ
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
過
疎
化
し
た
農
村
地
域
の
活
性

化
、
道
路
問
題
、
交
通
安
全
、
学
校
施
設
、

教
育
問
題
に
つ
い
て
も
、
私
が
議
員
で
い

る
限
り
は
、
根
気
強
く
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

米﨑　　孝
（大林町）
当選 6回

髙木　幸次
（坂野町）
当選 2回

私の政治信条

平 成 20 年 6 月 定 例 会 日 程

月　日 曜 開  議  時  刻 議　　　事 備　　　考

6月 11日 水 午前 10時 開会（議案提出）

6月 13日 金 午前 10時 質疑・一般質問

6月 16日 月 午前 10時 質疑・一般質問

6月 18日 水 午前 10時 委 員 会 審 査 総務常任委員会

6月 19日 木 午前 10時 委 員 会 審 査 文教厚生常任委員会

6月 20日 金 午前 10時 委 員 会 審 査 産業建設常任委員会

6月 24日 火 午前 10時 議 決・ 閉 会

編 集 委 員

立　川　邦　男
出　口　憲二郎
天　羽　　　篤
佐　野　善　作
北　野　恒　男
安　平　剛　之
濱　田　保　徳
井　村　保　裕
池　渕　　　彰
大　和　　　肇

発
行
／
小
松
島
市
議
会　

議
長　

大
和　
　

肇　
　
　
　
　
　
　

編
集
／
議
会
広
報
特
別
委
員
会　

委
員
長　

立
川　

邦
男

編 

集 

後 

記

　

桜
の
花
が
咲
き
始
め
る
三

月
末
、
小
松
島
高
校
野
球
部
が

三
年
ぶ
り
に
甲
子
園
に
出
場

し
ま
し
た
。
結
果
は
惜
敗
し
ま

し
た
が
、
さ
わ
や
か
な
感
動
を

小
松
島
市
民
に
与
え
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
夏
に
向

か
っ
て
、
再
び
大
活
躍
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
議
会
だ
よ
り
は
、
新

年
度
当
初
予
算
を
初
め
、
議
会

基
本
条
例
の
経
過
報
告
、
市
民

の
関
心
の
高
か
っ
た
廃
プ
ラ

等
の
特
別
委
員
会
報
告
と
、
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
私
た

ち
編
集
委
員
は
、
議
会
だ
よ
り

の
読
み
や
す
さ
と
、
議
会
活
動

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た

め
に
、
野
球
の
よ
う
に
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
で
、
充
実
し
た
紙
面
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。 

（
井
村
保
裕
）

平成 20年度
小松島市議会事務局

局　　長　桑田　文丸
主　　査　中島彦一郎
議事調査次長　大島　圭二
議事調査係長　田中　昭至
主　　任　杉本　弘恵
臨時職員　岡田美由紀

会期　６月 11日～６月 24日


